
第１区 円
第２区 円
第３区 円

( 308,421 人× 15 円）＋ 19,100,000 円＝ 23,726,315 円

≒ 23,726,400 円

( 243,368 人× 15 円）＋ 19,100,000 円＝ 22,750,520 円

≒ 22,750,600 円

( 250,605 人× 15 円）＋ 19,100,000 円＝ 22,859,075 円

≒ 22,859,100 円

※ 　上記の人数は、選挙時登録の基準日・登録日（令和3年10月18日）現在
の選挙人名簿登録者数

22,750,600
22,859,100

計算式（１００円未満の端数は、１００円とする。）

第１区

衆議院小選挙区選出議員選挙の
選挙運動費用の最高限度額について

23,726,400

第２区

第３区


